
１）

２）

３）

４） 申請事業者が法人の場合は登記事項証明書及び定款（写し）

申請事業者が個人の場合は住民票の写し

５） 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの

（免状又は技術者証の原本または写し）

６）

７） 指定給水装置工事事業者の業務内容（営業時間、漏水修繕、対応工事等）

８） 指定給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況

９） 町外事業者については納税証明書

※町外業者　　　個人及び法人事業者を問わず市町村民税の納税証明書

町内事業者　　　行政サービス制限条例に係る同意書

　　　　　　　　　　（以下の町税の納税状況を確認するための同意書）

　　　　　　　　　　　・  町民税

　　　　　　　　　　　・  固定資産税

　　　　　　　　　　　・  軽自動車税

　　　　　　　　　　　・ 国民健康保険税

※ 更新に係る事務手続き手数料（七飯町水道事業給水条例第３２条による）

８，０００円

　　　七飯町役場　上下水道課　給排水係　℡０１３８－６５－２５１１（内線２７４）

　※ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

　　（事業所を置いている所在地で発行できる未納の税額がないことの証明書）

指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績

指定給水装置工事事業者　指定申請書類一覧【更新】

指定工事店指定申請書

指定給水装置工事事業者指定申請書（表面・裏面）　【様式第１】　

誓約書　【様式第２】

機械器具調書　【別表】


